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新型コロナウイルス感染症に伴う、個人や事業者に対する主な支援事業（5 月 19 日時点）を紹
介します。4 ～ 9 ページでは一覧の番号順に詳細を掲載しています。これらの支援事業は、市ウェ
ブサイト（それぞれのＱＲコード）でも見ることができます。

     　　とあるものは、各務原市独自の支援事業です。

生活福祉資金貸付制度

給付・支給

特別定額給付金 給付金相談専用ダイヤル☎ 058-383-729501
児童扶養手当受給者「特別応援金」 子育て支援課☎ 058-383-155502

傷病手当金（国民健康保険・後期高齢者医療保険）の支給 医療保険課（国保）☎ 058-383-109908

住居確保給付金 市社会福祉協議会☎ 0120-198-36507

障がい児者サービス利用者負担助成事業 社会福祉課☎ 058-383-125206

「絵本で応援」ステイホーム支援事業 子育て支援課☎ 058-383-155505

「今こそ読書」ステイホーム支援事業 学校教育課☎ 058-383-111804

子育て世帯への臨時特別給付金 子育て支援課☎ 058-383-155503

17

給付・助成・補助金

事 業 者

持続化給付金 持続化給付金コールセンター☎ 0120-115-57018

国民年金保険料の免除・猶予の特例制度

後期高齢者医療保険料の減免の特例制度・徴収猶予

介護保険料の減免の特例制度・徴収猶予13

15

16

09 お家で手を洗おう !Wash!Wash!Wash! キャンペーン
（上水道基本料金4カ月免除）

水道総務課☎ 058-383-7111

市税の徴収猶予「特例制度」11

個人市・県民税の減免12

国民健康保険料の減免の特例制度・徴収猶予14

市社会福祉協議会☎ 0120-198-365

新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金
（岐阜県小規模事業者持続化補助金）

23 県商工政策課☎ 058-272-8386

雇用調整助成金（上乗せ）21 商工振興課☎ 058-383-7236

雇用調整助成金20 雇用調整助成金コールセンター☎ 0120-60-3999

創業者向け持続化給付金19 商工振興課☎ 058-383-7284

新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金
（上乗せ）

24 産業政策室☎ 058-383-1697

市小口融資 運転資金の保証料全額補助28 商工振興課☎ 058-383-7284

25 中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋
に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

資産税課☎ 058-383-4740

生産性向上特別措置法による固定資産税の特例措置の拡充27 産業政策室☎ 058-383-1697

国や県の信用保証協会保証の各種融資にかかる
セーフティネット（4 号・5 号）などの認定

29 商工振興課☎ 058-383-7284

市税の徴収猶予「特例制度」26 税務課☎ 058-383-4773

雇用調整助成金申請等手数料補助金22 商工振興課☎ 058-383-7236

減免・特例拡充・徴収猶予 減免・徴収猶予

融資・融資補助

貸付

医療保険課（後期）☎ 058-383-1128

軽自動車税（種別割）の減免申請期限を延長10 税務課☎ 058-383-4703

税務課☎ 058-383-4773

市民税課☎ 058-383-1114

介護保険課☎ 058-383-1778

医療保険課☎ 058-383-1112

医療保険課☎ 058-383-1128

岐阜南年金事務所☎058-273-6161
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各種給付金や税の減免など、個人を対象にした支援事業です

7 Ｐ

8 Ｐ

8 ～９Ｐ

9 Ｐ

事業継続や雇用維持に対する助成など、事業者を対象にした支援事業です

市
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「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急

経
済
対
策
」
と
し
て
、
家
計
へ
の
支
援
を

行
う
た
め
、
特
別
定
額
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。
支
給
は
１
回
限
り
で
、
給
付
対
象

者
1
人
に
つ
き
、10
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

受
給
権
者　
給
付
対
象
者
の
属
す
る
世
帯

の
世
帯
主

給
付
対
象
者　
基
準
日
（
令
和
2
年
4
月

27
日
）
に
、
各
務
原
市
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
て
い
る
方

　
給
付
金
は
、
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か

ら
、
郵
送
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
オ

ン
ラ
イ
ン
）
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
に
は
、
次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

必
要
書
類　

①
特
別
定
額
給
付
金
申
請

書
②
申
請
者（
世
帯
主
）の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

な
ど
）
の
写
し
③
申
請
者（
世
帯
主
）の
振

込
先
金
融
機
関
口
座
確
認
書
類
（
銀
行
通

帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）
の
写
し

郵
送
申
請

　
市
か
ら
受
給
権
者
宛
て
に
、
給
付
金
の

お
知
ら
せ
と
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

申
請　
5
月
27
日
～
8
月
26
日
（
当
日
消

印
有
効
）
に
、
市
か
ら
郵
送
さ
れ
た
申
請

書
に
振
込
先
口
座
な
ど
を
記
入
し
、
上
記

必
要
書
類
①
～
③
を
同
封
し
、
返
信
用
封

筒
で
送
付

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
　

　
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
は
、
受
給
権
者
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
、
読
み
取
り
対

応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
ま
た
は
パ
ソ
コ

ン
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
）が
必
要
で
す
。

申
請　

国
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
（
左
記

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）で
、振
込
口
座
な

ど
を
入
力
し
、
必
要
書
類
③
を

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る　

窓
口
相
談

■
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
1
階
あ
す
か
ホ
ー

ル
（
那
加
桜
町
2
）

日
時　
6
月
8
日
～
19
日　
午
前
9
時
30
分

～
午
後
4
時
30
分（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

■
鵜
沼
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
鵜
沼

羽
場
町
2
）

日
時　
6
月
22
日（
月
）　
午
後
1
時
～
4

時
30
分
、
23
日（
火
）　
午
前
9
時
30
分
～

午
後
4
時
30
分
、
25
日
（
木
）　
午
後
1

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
を
支
援
す
る
た

め
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

に
、「
特
別
応
援
金
」を
支
給
し
ま
し
た
。

支
給
は
１
回
限
り
で
す
。

対
象　
令
和
2
年
4
月
1
日
時
点
で
市
に

住
所
を
有
し
、
各
務
原
市
で
令
和
2
年
4

月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
た
方

（
該
当
の
方
に
は
、
個
別
に
案
内
済
）

支
給
金
額　
児
童
扶
養
手
当
対
象
児
童
1

人
に
つ
き
3
万
円

支
給
日　
5
月
14
日（
木
）

詳
細　
子
育
て
支
援
課
☎
０
５
８
（
３
８

３
）
１
５
５
５

　  

児
童
扶
養
手
当
受
給
者

　 

「
特
別
応
援
金
」【
市
独
自
】

　

子
育
て
世
帯
の
生
活
を
支
援
す
る
た

め
、児
童
手
当
を
受
給
す
る
世
帯
に
対
し
、

臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

　
対
象
の
方
に
は
、
個
別
に
案
内
を
発
送

し
ま
し
た
（
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制

限
限
度
額
を
超
え
、
特
例
給
付
を
受
給
中

の
方
は
対
象
外
で
す
）。
届
い
て
い
な
い

場
合
は
、
下
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
内
在
住
の
公
務
員
の
方
は
、

所
属
庁
の
担
当
部
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く

　  

子
育
て
世
帯
へ
の

　  

臨
時
特
別
給
付
金

だ
さ
い
。

支
給
金
額　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万

円備
考
　
詳
細
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト（
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い

詳
細　
子
育
て
支
援
課
☎
０
５
８
（
３
８

３
）
１
５
５
５

　
児
童
生
徒
の
家
庭
生
活
を
豊
か
に
し
て

も
ら
う
た
め
、「
図
書
カ
ー
ド
」（
５
０
０
０

円
分
。
１
人
に
つ
き
１
枚
）
と
「
お
す
す

め
の
本
一
覧
」
を
配
布
し
ま
す
。

対
象　
令
和
2
年
5
月
1
日
時
点
で
、
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る

小
・
中
学
生

備
考　
5
月
末
ご
ろ
か
ら
、
▼
市
立
小
・

中
学
校
在
籍
＝
学
校
を
通
じ
て
配
布
▼
私

立
学
校
等
在
籍
＝
簡
易
書
留
で
郵
送

詳
細　
学
校
教
育
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）

１
１
１
８

　  

「
今
こ
そ
読
書
」
ス
テ
イ
ホ
ー
ム

　  

支
援
事
業
【
市
独
自
】

　  

「
絵
本
で
応
援
」
ス
テ
イ
ホ
ー
ム

  

　
支
援
事
業
【
市
独
自
】

　
施
設
へ
の
通
所
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
利
用

を
自
粛
し
て
い
る
障
が
い
児
者
が
、
自
宅

で
電
話
や
訪
問
な
ど
に
よ
り
健
康
管
理
や

相
談
支
援
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受

け
た
場
合
、
利
用
料
の
自
己
負
担
分
を
助

成
し
ま
す
。

詳
細　
社
会
福
祉
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）

１
２
５
２

　  

障
が
い
児
者
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

　  

負
担
助
成
事
業
【
市
独
自
】

　  
住
居
確
保
給
付
金

　
令
和
2
年
1
月
1
日
～
9
月
30
日
の
間

に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
、
ま

た
は
感
染
が
疑
わ
れ
、
そ
の
療
養
の
た
め

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場

合
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
　
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
加
入
者
で
、
給
与
支
払
い
を

受
け
て
い
る
人

備
考
　
詳
細
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
左

記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い

詳
細
　
医
療
保
険
課
▼
国
保
＝
☎
０
５
８

（
３
８
３
）１
０
９
９
▼
後
期
＝
☎
０
５
８

（
３
８
３
）１
１
２
８

　  

傷
病
手
当
金
（
国
民
健
康
保
険・

　  

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
）の
支
給

支

援

事

業

：

個

人

　
給
付
・
支
給

給
付
・
支
給

減
免
・
徴
収
猶
予

貸
付

　
失
業
な
ど
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
、
家

賃
が
払
え
な
い
方
に
、
求
職
活
動
を
行
う

こ
と
を
要
件
に
、
家
賃
相
当
額
（
上
限
あ

り
）
を
支
給
し
ま
す
。

詳
細　
市
社
会
福
祉
協
議
会
☎
０
１
２
０

（
１
９
８
）
３
６
５

　  

特
別
定
額
給
付
金

【
申
請
方
法
】

【
相
談
・
問
い
合
わ
せ
】

時
～
4
時
30
分
、
26
日（
金
）　
午
前
9
時

30
分
～
午
後
4
時
30
分

電
話
相
談

■
市
役
所
給
付
金
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
午
前
9
時
～
午
後
５
時（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
は
除
く
）に
、
☎
０
５
８（
３
８
３
）

７
２
９
５

■
総
務
省
特
別
定
額
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
、
制
度
に
関
す

る
お
問
い
合
わ
せ
）

　
午
前
9
時
～
午
後
６
時
30
分
に
、
☎
０

１
２
０（
２
６
０
）０
２
０

　
親
子
の
ふ
れ
あ
い
を
深
め
て
も
ら
う
た

め
、「
図
書
カ
ー
ド
」（
５
０
０
０
円
分
。

１
人
に
つ
き
１
枚
）
と
「
お
す
す
め
の
絵

本
リ
ス
ト
」
を
配
布
し
ま
す
。

対
象　
令
和
2
年
5
月
1
日
時
点
で
、
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
未

就
学
児

備
考　
5
月
末
ご
ろ
に
、
簡
易
書
留
で
郵

送詳
細　
子
育
て
支
援
課
☎
０
５
８
（
３
８

３
）
１
５
５
５

　
給
付
金
は
、原
則
と
し
て
申
請
者（
世

帯
主
）
の
本
人
名
義
の
金
融
機
関
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。

　
特
別
定
額
給
付
金
を
支
給
す
る
た
め

に
、
市
や
総
務
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
な
ど

の
操
作
や
手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を

求
め
る
こ
と
は
、絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

自
宅
や
職
場
な
ど
に
、
市
や
総
務
省

の
職
員
な
ど
を
か
た
る
不
審
な
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
り
、
メ
ー
ル
が
届
い
た

り
し
た
ら
、
迷
わ
ず
市
役
所
特
別
定
額

給
付
金
対
策
室
や
最
寄
り
の
警
察
署
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

詳
細　
市
役
所
特
別
定
額
給
付
金
対
策

室
☎
０
５
８
（
３
８
３
）
７
２
９
３

【
給
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
】

支

援

事

業

：

事

業

者

給
付
・
助
成
・
補
助
金

減
免
・
特
例
拡
充・徴
収
猶
予

融
資
・
融
資
補
助

0203

04 01

0506

0708

国 保

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 伴 う

後 期

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 伴 う
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収
入
に
相
当
の
減
少
が
あ
っ
た
方
は
、

最
大
で
１
年
間
、
市
税
（
令
和
２
年
２
月

１
日
～
令
和
３
年
１
月
31
日
に
納
期
限
が

到
来
す
る
市
・
県
民
税
、
固
定
資
産
税
な

ど
す
べ
て
の
市
税
）
の
徴
収
の
猶
予
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

対
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
納
税
者
・
特

別
徴
収
義
務
者
▼
令
和
２
年
２
月
以
降
の

任
意
の
期
間
（
１
か
月
以
上
）
に
、　
収

入
が
前
年
同
期
に
比
べ
て
概
ね
20
％
以
上

減
少
し
た
▼
一
時
に
納
付
し
、
ま
た
は
納

入
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る

詳
細　
税
務
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）４
７

７
３

　
令
和
元
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
２
０

０
万
円
（
同
一
生
計
配
偶
者
ま
た
は
扶
養

親
族
を
有
す
る
方
は
、
２
０
０
万
円
に
32

万
円
と
同
一
生
計
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親

　

  

個
人
市
・
県
民
税
の
減
免

  　
介
護
保
険
料
の
減
免
の
特
例
制
度

　

  

・
徴
収
猶
予

　
所
得
や
事
業
に
著
し
い
損
失
を
受
け
た

な
ど
の
事
情
で
、
介
護
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
方
が
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場

合
に
は
、
申
請
に
よ
り
納
付
の
猶
予
な
ど

が
可
能
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
次
の
方
は
、
保
険
料
が
減
免
さ
れ

ま
す
（
詳
細
は
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し

ま
す
）。

対
象　
主
た
る
生
計
維
持
者
が
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
▼
死
亡
し
た
▼
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
▼
事
業
収
入
等
が
３
割

以
上
減
少
し
た
（
所
得
制
限
あ
り
）

詳
細　
介
護
保
険
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）

１
７
７
８

　
所
得
や
事
業
に
著
し
い
損
失
を
受
け
た

な
ど
の
事
情
で
、
国
民
健
康
保
険
料
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

方
が
、一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
納
付
の
猶
予
な
ど
が
可
能
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
次
の
方
は
、
保
険
料
が
減
免
さ
れ

ま
す
（
詳
細
は
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し

ま
す
）。

対
象　
主
た
る
生
計
維
持
者（
世
帯
主
）が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
▼
死
亡
し

た
▼
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
▼
事
業
収
入

等
が
３
割
以
上
減
少
し
た（
所
得
制
限
あ
り
）

詳
細　
医
療
保
険
課
▼
国
保
＝
☎
０
５
８

（
３
８
３
）１
１
１
２
▼
後
期
＝
☎
０
５
８

（
３
８
３
）１
１
２
８

　

  

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

　

  

猶
予
の
特
例
制
度

　
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
方
は
、
令

和
2
年
2
月
分
か
ら
6
月
分
（
７
月
分
以

降
の
申
請
は
７
月
以
降
）、
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
・
猶
予
の
特
例
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

対
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
方
▼
令
和
2

　
収
入
が
減
少
し
、生
計
維
持
の
た
め
貸

付
を
必
要
と
す
る
世
帯
を
対
象
に
、無
利

子
で
貸
付
し
ま
す
。

貸
付
金
額　
▼
休
業
者
向
け
（
緊
急
小
口

資
金
）
＝
20
万
円
以
内
▼
失
業
者
等
向
け

（
総
合
支
援
資
金
）
＝
月
額
15
万
円
以
内

（
単
身
世
帯
）、
月
額
20
万
円
以
内
（
２
人

以
上
世
帯
）

詳
細　
市
社
会
福
祉
協
議
会
内 

生
活
相

談
セ
ン
タ
ー
さ
ぽ
ー
と
（
平
日　
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）☎
０
１
２
０

（
１
９
８
）３
６
５

　

  

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度

　

家
庭
で
の
生
活
時
間
の
長
期
化
に
対

し
、
上
水
道
の
基
本
料
金
を
4
カ
月
間
免

除
し
ま
す
。
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　
手
洗
い
の
徹
底
の
ほ
か
、
お
子
さ
ん
と

の
料
理
や
お
菓
子
作
り
、
趣
味
の
家
庭
菜

園
な
ど
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

詳
細　
水
道
総
務
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）

７
１
１
１

　

  

お
家
で
手
を
洗
お
う
！

  　

Ｗ
ａ
ｓ
ｈ
！
Ｗ
ａ
ｓ
ｈ
！
Ｗ
ａ
ｓ

　

  

ｈ
！
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
【
市
独
自
】

  　
市
税
の
徴
収
猶
予
「
特
例
制
度
」

年
2
月
以
降
、
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
業

務
が
失
わ
れ
る
な
ど
、
収
入
が
減
少
し
た

▼
令
和
2
年
2
月
以
降
か
ら
当
年
中
に
、

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
な
ど
に
該
当
す

る
程
度
ま
で
所
得
の
低
下
が
見
込
ま
れ
る

詳
細　
岐
阜
南
年
金
事
務
所
☎
０
５
８（
２

７
３
）
６
１
6
１
、
年
金
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０
（
０
０
３
）
０
０
４

  　
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

　

  

医
療
保
険
料
の
減
免
の
特
例
制
度

　

  

・
徴
収
猶
予

族
1
人
に
つ
き
35
万
円
を
加
算
し
た
金

額
）
以
下
の
方
で
、失
業
、病
気
、そ
の
他

の
理
由
で
、令
和
2
年
中
の
所
得
金
額
が

な
く
な
り
、
生
活
が
著
し
く
困
難
に
な
っ

た
方
は
、
市
・県
民
税
額
の
2
分
の
1
を

減
額
し
ま
す
。

詳
細　
市
民
税
課
☎
０
５
８
（
３
８
３
）

１
１
１
４

　

税
務
課
窓
口
の
混
雑
を
緩
和
す
る
た

め
、
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
減
免
申
請

期
限
を
、
令
和
2
年
6
月
30
日
（
当
初
は

令
和
2
年
6
月
1
日
）ま
で
延
長
し
ま
す
。

対
象　
障
が
い
者
の
方
に
対
す
る
減
免
の

う
ち
、
令
和
2
年
4
月
1
日
時
点
で
、
す

で
に
軽
自
動
車
を
所
有
し
て
お
り
、
減
免

要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
。
た
だ
し
、

「
車
い
す
移
動
車
」
な
ど
の
構
造
が
変
更

さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
減
免
は
、
郵
送
で

  　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

　

  

減
免
申
請
期
限
を
延
長

申
請
が
で
き
る
た
め
、
対
象
外

詳
細　
税
務
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）４
７

０
３

　商工会議所では、市内事業
者を支援するため、ウェブサ
イト（下記ＱＲコード）に事業
所の情報を掲載しています。
　宅配、テイクアウトを行
なっている事業所や、出張
サービス・通信販売を行なっ
ている事業所を紹介していま
す。現在会議所会員でない事
業所でも、掲載希望の方で
あれば、会員登録
後（登録料が必要）、
掲載します。
詳細　各務原商工会議所☎ 0
58-382-7101

販売促進掲示板

配偶者からの
暴力・児童虐待相談

　生活不安・ストレスなどか
ら家庭内での暴力などの増
加・深刻化が懸念されていま
す。不安や悩みを抱え込まず、
どんな相談でもお気軽にご連
絡ください。
　下記の電話番号で、24 時
間相談を受け付けています。
詳細　DV 相談プラス☎ 012
0-279-889

お金、仕事、住宅など、
生活に関する相談窓口

　収入が減ってしまい、家計
が苦しいなど、生活に関する
さまざまな相談に応じます。
日時　平日　8:30 ～ 17:15
詳細　市社会福祉協議会内 
生活相談センターさぽーと☎
0120-198-365

市基幹相談支援センター
すまいる

　「すまいる」では、障がい（身
体障がい、知的障がい、精神
障がい）に関する地域の相談
拠点として、総合的な相談業
務を行っています。
　生活の変化に戸惑っている
方や、障がいのある方とその
家族のお悩みをお聞きします。
日時　平日　8:30 ～ 17:15
詳細　市基幹相談支援センター
すまいる☎ 058-389-7111

子育てに関する相談窓口

　子ども館や子育て支援課で
は、子育てに関する相談を電
話で受け付けています。子育
ての心配事などは、下記へご
相談ください。
さくら☎ 058-383-7613
あさひ☎ 058-370-0500
うぬま☎ 058-379-1177
そはら☎ 058-383-5285
かわしま☎ 0586-89-2634
詳細　子育て支援課☎ 058-
383-7203

外国語相談窓口
　外国語専用の電話相談を
行っています。
日時　土曜日を除く　9:00 ～
18:00
対応言語　英語、中国語、ポ
ルトガル語、タガログ語、ベ
トナム語、韓国語、タイ語、
インドネシア語、クメール語、
ネパール語、ミャンマー語、
スペイン語、マレー語、モン
ゴル語
詳細　岐阜県国際交流セン
ター☎ 058-263-8066

支

援

事

業

:

個

人

減
免
・
徴
収
猶
予

貸
付

給
付
・
支
給

減
免
・
徴
収
猶
予

貸
付

支

援

事

業

：

事

業

者

給
付
・
助
成
・
補
助
金

融
資
・
融
資
補
助

ＴＯＰＩＣＳ 新型コロナウイルス感染症による、生活への不安や問題などに対する
相談窓口などをご紹介します。相 談 窓 口

減
免
・
特
例
拡
充・徴
収
猶
予

0910

1112

13

14・1516

17

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 伴 う 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 伴 う
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資
金
繰
り
が
悪
化
し
た
事
業
者
が
、
市

小
口
融
資
を
利
用
し
、「
運
転
資
金
」
と
し

て
融
資
を
受
け
、信
用
保
証
協
会
へ
支
払
っ

た
信
用
保
証
料
の
全
額
を
補
助
し
ま
す
。

詳
細　
商
工
振
興
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）

７
２
８
４

  　
市
小
口
融
資  

運
転
資
金
の

　

  

保
証
料
全
額
補
助
【
市
独
自
】

　
中
小
事
業
者
等
が
所
有
す
る
償
却
資
産

と
事
業
用
家
屋
等
の
固
定
資
産
税
、
都
市

計
画
税
が
、
２
分
の
１
ま
た
は
全
額
軽
減

さ
れ
ま
す
（
令
和
3
年
度
課
税
分
の
み
）。

対
象　
令
和
2
年
2
月
～
10
月
の
任
意
の

3
か
月
間
の
売
上
高
が
、
前
年
の
同
期
間

と
比
べ
て
30
％
以
上
減
少
し
、
令
和
3
年

1
月
31
日
ま
で
に
認
定
経
営
革
新
等
支
援

機
関
等
の
認
定
を
受
け
て
申
告
し
た
中
小

事
業
者
等

詳
細　
資
産
税
課
☎
０
５
８
（
３
８
３
）

４
７
４
０

　

  

中
小
事
業
者
等
が
所
有
す
る
償
却
資
産

 　

 

と
事
業
用
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税

　

   

・
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置

　
新
規
に
設
備
投
資
を
行
う
中
小
事
業
者

な
ど
を
支
援
す
る
た
め
、
固
定
資
産
税
を

0
円
と
す
る
特
例
措
置
の
適
用
対
象
を
事

業
用
家
屋
や
構
築
物
に
も
拡
充
し
ま
す
。

対
象　
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
の
認
定

先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ

た
機
械
装
置・
器
具
備
品
な
ど
の
償
却
資

産
や
事
業
用
家
屋
、構
築
物

詳
細　
産
業
政
策
室
☎
０
５
８（
３
８
３
）

 　

 

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
に
よ
る

 　

 

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
の
拡
充

 　

 

市
税
の
徴
収
猶
予
「
特
例
制
度
」

　
収
入
に
相
当
の
減
少
が
あ
っ
た
事
業
者

は
、
最
大
で
１
年
間
、
市
税
（
令
和
２
年

２
月
１
日
～
令
和
３
年
１
月
31
日
に
納
期

限
が
到
来
す
る
法
人
市
民
税
、
固
定
資
産

税
な
ど
す
べ
て
の
市
税
）
の
徴
収
の
猶
予

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
納
税
者
・
特

別
徴
収
義
務
者
▽
令
和
２
年
２
月
以
降
の

任
意
の
期
間
（
１
カ
月
以
上
）
に
、　
収

入
が
前
年
同
期
に
比
べ
て
概
ね
20
％
以
上

減
少
し
た
▽
一
時
に
納
付
し
、
ま
た
は
納

入
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る

詳
細　
税
務
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）４
７

７
３

　
国
や
県
の
融
資
制
度
の
利
用
に
必
要
と

な
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
（
4
号
・

5
号
）・
危
機
関
連
保
証
に
係
る
認
定
書

を
発
行
し
ま
す
。

詳
細　
商
工
振
興
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）

７
２
８
４

  　
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
な
ど
の
認
定

　
特
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
事
業
者
に

対
し
て
、
事
業
全
般
に
広
く
使
え
る
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

給
付
額　
▼
法
人
＝
２
０
０
万
円
▼
個
人

事
業
者
＝
１
０
０
万
円
（
い
ず
れ
も
上
限

は
、
昨
年
1
年
間
の
売
り
上
げ
か
ら
の
減

少
分
）

詳
細　
持
続
化
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
（
１
１
５
）
５
７
０

  　
持
続
化
給
付
金

　
国
の
持
続
化
給
付
金
の
対
象
と
な
ら
な

い
、
創
業
間
も
な
い
事
業
者
（
売
上
が

20
％
以
上
減
少
し
た
方
）
に
給
付
金
を
支

給
し
、
事
業
継
続
を
支
援
し
ま
す
。

給
付
額　
50
万
円

詳
細　
商
工
振
興
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）

７
２
８
４

  　
創
業
者
向
け
持
続
化
給
付
金

　

  

【
市
独
自
】

　
事
業
活
動
の
縮
小
の
た
め
、
労
働
者
に

対
し
て
一
時
的
に
休
業
、
教
育
訓
練
ま
た

は
出
向
を
行
い
、
雇
用
維
持
を
図
っ
た
場

合
、
休
業
手
当
、
賃
金
な
ど
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

助
成
額　
対
象
労
働
者
1
日
1
人
に
つ
き

上
限
8
３
３
０
円
（
5
月
15
日
現
在
）

詳
細　

雇
用
調
整
助
成
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
☎
０
１
２
０
（
６
０
）
３
９
９
９

  　
雇
用
調
整
助
成
金

　
経
営
困
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
、
事
業

継
続
に
取
り
組
む
小
規
模
事
業
者
を
支
援

し
ま
す
。
詳
細
は
、
県
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　
前
年
同
月
比
10
％
以
上
の
売
上
減

少
が
生
じ
て
い
る
、
県
内
に
主
た
る
事
務

所
を
有
す
る
小
規
模
事
業
者
等

申
請
区
分
　
①
サ
ー
ビ
ス
産
業
②
製
造
業

そ
の
他
産
業
③
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ

補
助
率　
補
助
対
象
経
費
の
3
分
の
2
以

内
（
上
限
１
５
０
万
円
）

申
請　
6
月
5
日
ま
で
に
、
▼
①
・
②
＝

県
商
工
会
連
合
会
☎
０
５
８
（
２
０
１
）

０
１
８
２
▼
③
＝
県
産
業
経
済
振
興
セ
ン

タ
ー
☎
０
５
８
（
２
７
７
）
１
０
８
３

　

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

  

対
応
事
業
者
応
援
補
助
金（
県
）

　
従
業
員
の
雇
用
維
持
を
図
る
た
め
に
利

用
し
た
、
国
の
雇
用
調
整
助
成
金
に
上
乗

せ
し
て
、市
か
ら
助
成
金
を
支
給
し
ま
す
。

詳
細　
商
工
振
興
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）

７
２
３
６

  　
雇
用
調
整
助
成
金（
上
乗
せ
）

　

  

【
市
独
自
】

　
県
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

応
事
業
者
応
援
補
助
金
を
活
用
し
事
業
を

　
  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応

　

   
事
業
者
応
援
補
助
金（
上
乗
せ
）

　

  

【
市
独
自
】

　
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
に
必
要
な
申

請
書
類
の
作
成
を
、
社
会
保
険
労
務
士
に

委
託
し
た
場
合
、
そ
の
費
用
の
２
分
の
１

　

  

雇
用
調
整
助
成
金
申
請
等

　

  

手
数
料
補
助
金
【
市
独
自
】

１
６
９
７
、
▼
税
の
申
告
＝
資
産
税
課
☎

０
５
８（
3
８
３
）４
７
４
０

を
補
助
し
ま
す
。

詳
細　
商
工
振
興
課
☎
０
５
８（
３
８
３
）

７
２
３
６

支

援

事

業

：

事

業

者

給
付
・
助
成
・
補
助
金

融
資
・
融
資
補
助

給
付
・
助
成
・
補
助
金

  

減
免
・
特
例
拡
充

　
　
　

  

・
徴
収
猶
予

融
資
・
融
資
補
助

行
っ
た
小
規
模
事
業
者
に
、
経
費
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
率　
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
１
以

内
（
上
限
75
万
円
）

詳
細　
産
業
政
策
室
☎
０
５
８（
３
８
３
）

１
６
９
７

支

援

事

業

:

個

人

給
付
・
支
給

減
免
・
徴
収
猶
予

貸
付

減
免
・
特
例
拡
充・徴
収
猶
予

1819

202122

2324

25

2627

2829

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 伴 う 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 伴 う
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くらし　けんこうと くらし　けんこうと

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載した行事・イベントを中止・延期する場合があります。

　「平和の日」にちなみ、毎年
開催する「平和の日パネル展」
は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止します。
　また、例年お寄せいただく平
和への思いを込めた折り鶴は、
今年度は募集せず、来年度以降
に募集、展示、奉納する予定です。
ご理解をよろしくお願いします。
詳細　総務課☎ 058-383-2036

平和の日
関連イベント中止

　市では、成年年齢
が 18 歳に引き下げ
られた後も、成人式
は従来と同様、20 歳
になる年を対象に実
施します。
　今後、式の名称は「20 歳を
祝う会」などへの変更を検討し
ていきます。
詳細　青少年教育課☎ 058-38
3-1484

成人式の対象年齢

　家屋の固定資産税などの算定
に必要な評価額決定のため、職
員が家屋調査に伺います。ご協
力をお願いします。
対象　新築・増築などをした家
屋（居宅・店舗・車庫・物置など）
内容　家屋の構造、屋根・外壁・
内壁・天井・床など各部分の使
用材料や、仕上げ状況などの調
査と建築図面の確認
詳細　資産税課☎ 058-383-4
840

家屋調査に
ご協力を

　令和 3 年3 月 31 日まで、統
合型 GIS（地理情報を総合的に
管理するシステム）整備事業に
伴う現地測量を、市内各所で
行っています。ご理解とご協力
をお願いします。
備考　市が測量を委託している
業者は、市発行の身分証明書を
常時携帯しています
詳細　情報推進課☎ 058-383-
9928

測量調査に
ご理解とご協力を

　「空き家リノベーション事業」
は、借主が DIY（日曜大工）しな
がら、持ち家のように住むこと
ができる事業です。
　市では、この事業にご協力い
ただける「空き家」の貸主を募
集しています。興味のある方は、
下記へご連絡ください（利活用
が困難と判断され、事業の対象
とならない場合もあります）。
申込と詳細　建築指導課☎ 05
8-383-1482

空き家リノベ事業
に登録を

　航空機事故などが起こったと
きの被害を最小限に留めるた
め、法律に基づく訓練を行いま
す。訓練に伴って黒煙が発生し
ます。ご理解ください。
日時　6 月18 日（木）　5:20 ～
8:30（予備日 6 月 19 日）
場所　航空自衛隊岐阜基地内
詳細　航空自衛隊岐阜基地渉外
室☎ 058-382-1101 内線 2271

岐阜基地  航空機
救難消防訓練

市税の休日・夜間
納付相談

日時　 ▽休日相談＝ 6 月 14 日
（日）　13:00 ～ 17:00 ▽夜間相
談＝6月9 日～12 日　17:15 ～
20:00
場所　市役所 2 階税務課
備考　 ▽本庁舎北側地下入口か
らお入りください ▽上記時間帯
に、電話での納付確認を実施 ▽

新型コロナウイルスの影響によ
り、事業などに係る収入に相当
の減少があった方からの相談に
も応じます
詳細　税務課☎ 058-383-4773

　市内の公道に面した一定の条
件を満たすブロック塀を撤去す
る場合に、補助金を交付します。
対象　道路面からの高さが 40
㎝を超えるブロック塀で、地震
などで道路に倒れる可能性のあ
るもの
補助額　原則、市で定める標準
事業費（1 万円 / ㎡）の 1/2。通
学路や避難経路に面したブロッ
ク塀は、市で定める標準事業費
の 2/3。上限額は 30 万円
申込と詳細　河川公園課☎058-
383-1111 内線 2756

ブロック塀
撤去補助制度

　道路上にはみ
出している生垣、
庭木の枝などは、
歩行者や車の円
滑な走行を妨げ、事故の原因
にもなります。
　所有者は剪

せん
定などを行うな

ど、日ごろから適切な管理をお
願いします。
詳細　建設管理課☎ 058-383-
1904

道路上にはみ出し
た庭木は剪定を

　自治会が遊具の設置や修繕、
点検をする場合に、補助金を交
付します。ご活用ください。
対象　子ども広場の遊具の設
置、補修、撤去などかかる費用
補助額　費用の 1/2 以内
上限額　▷設置や修繕＝20万
円▷遊具の保守点検＝ 2 万 50
00 円
備考　▷実施前に申請が必要▷
新しく子ども広場を設置する場
合は下記へ
申込と詳細　河川公園課☎ 05
8-383-1111 内線 2756

子ども広場
補助制度

　貯水槽水道の設置者、所有者
の方は、下記のとおり適切な管
理をお願いします。

【清掃・点検の実施】
　年 1 回以上、定期的に水槽
を清掃してください。

【施設の管理】
　有害物質や汚水により水が汚
染されないように、日常の点検
管理を行ってください。

【水質検査の実施】
　年1 回以上、定期的に水の色
や濁りなどに関する検査を行っ
てください。また、蛇口から出
る水に異常を認めたときは、必
要な検査を行ってください。

【給水停止と利用者への周知】
　給水する水が人の健康を害す
るおそれがある時は、直ちに給
水を停止し、その水を飲まない
よう利用者に周知してください。
詳細　水道施設課☎ 058-383-
7116

貯水槽水道の
適切な管理を

【インターンシップ費用助成】
　市では、魅力ある（参加しや
すい）インターンシップを展開
してもらうため、企業の皆様が
大学生などに支払った、交通・
昼食費、宿泊代に加え、インター
ンシップご担当者の日当相当額
の一部を補助します。

【合同企業説明会出展助成】
　遠隔地の学校で積極的な採用
活動をしている企業の皆様に、
その交通・宿泊費の 1/2 を補
助します。

【共通事項】
備考　詳細は、市ウェ
ブサイト（右記ＱＲコー
ド）または下記へ
詳細　企業人材全力応援室☎05
8-383-7236

事業者の方へ採用
活動への支援制度

　病児（病後児）保育園「こあ
ら」は、病気のため、保育所や
幼稚園などに通えないお子さん
のための保育園です。
　仕事などを休めない保護者に
代わり、保育士と看護師が連携
してお子さんを一時的にお預か
りします。
開設日時　月～金曜日　8:00 ～
18:00
場所　東海中央病院敷地内 病児

（病後児）保育園「こあら」（蘇
原東島町 4）
対象　0歳～小学 6 年生
備考　 ▽今年度から、小学 6 年
生までお預かりが可能になりま
した ▽利用方法などの詳細は下
記へ
詳細　子育て支援課☎ 058-38
3-1154

病児（病後児）保育園
「こあら」利用案内

試験日　▷ 1 次試験＝ 9 月 6 日
（日）▷ 2 次試験＝ 10 月 14 日
～ 23 日のうち指定する日
対象　①令和 2 年 4 月 1 日時
点で高等学校または中等教育学
校を卒業した日の翌日から起算
して3 年を経過していない方、
または令和 3 年 3 月までに高
等学校または中等教育学校を卒
業する見込みの方②人事院が①
に掲げる者に準ずると認める方
申込　6 月 22 日　9:00 ～ 7 月
1 日に人事院ホームページ
詳細　名古屋国税局人事第二課
☎ 052-951-3511 内線 3451

税務職員募集
（高校卒業程度）

　例年 11 月 3 日に開催にして
いる「各務原マーケット日和」
は、新型コロナウイルス感染拡
大を受け、お客様をはじめ、出
展者、スタッフ、ボランティア
の皆さまの健康・安全面を考慮
し、中止します。ご理解をお願
いします。
詳細　いきいき楽習課☎058-
383-1042

各務原マーケット
日和 2020 中止

　新型コロナウイ
ルス感染症に便乗
した消費者トラブ
ルが発生していま
す。「行政から委
託された」などと
いう業者からの電話や訪問、心
当たりのない送信元からのメー
ル、SMS など、怪しい、おかし
いと思うものには、反応しない
ようにしましょう。
　少しでも不審に感じた場合や、
トラブルに遭った場合は、早め
に下記の連絡先か、消費者ホッ
トライン（☎ 188）までご相談
ください。
詳細　まちづくり推進課☎ 05
8-383-1884

給付金・助成金を
装った詐欺に注意

6 月 30 日（火）まで

市県民税　　　1 期
介護保険料　　随時
国民健康保険　1 期
後期高齢医療　随時

今月の

納　税

　教科書を一般公開し、地域の
皆さんに、見ていただく機会を
作ります。
期間　6月12 日～25 日　10:00
～ 17:30（日・月曜日を除く）
場所　中央図書館 4 階教育セ
ンター（那加門前町3）
詳細　学校教育課☎058-383-
1118

教科書展示会
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くらし　けんこうと くらし　けんこうと

健診などに駐車料を補助
　健診などで市の有料駐車場

（3 時間超）を利用した方に、
駐車補助券をお渡しします。
対象となる健診など　広報紙
の記事の備考欄に記載　
申込と詳細　母子健康手帳と
駐車場入口で受け取った駐車
券を持参し、健康管理課☎ 05
8-383-1115

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載した行事・イベントを中止・延期する場合があります。

【お気軽に相談ください】
　母子健康包括支援センター

「クローバー」は、妊娠・出産・
子育て期の総合相談窓口です。
来所にて相談希望の方は、事前
に下記へ予約をしてください。

【産後ケア事業】
　市では、出産後育児などの支
援が必要な方を対象に、産後ケ
ア事業を実施しています。
対象　下記の全てに当てはま
る、生後 5 か月未満の赤ちゃ
んとお母さん ▽産後に家族など
からサポートが十分受けられな
い ▽産後の回復が思わしくない

▽自宅での育児に不安がある
内容　健康管理や産後の生活の
アドバイス、乳房管理、沐

もく
浴や

授乳などの育児手技の指導など
費用　 ▽ 宿泊型＝ 1 泊 7500
円 ▽訪問型＝ 1 日 2250 円
備考　利用可能日数など、詳細
はお問い合わせください
詳細　健康管理課内母子健康包
括支援センター「クローバー」
☎ 058-383-7204

ご利用ください！
「クローバー」

【SOLIDWORKS  応用】
期間　6月15日～16日（2日間）
費用　2 万 900 円 

【CATIA V5 サーフェス】
期間　6月17日～19 日（3 日間）
費用　3 万 7400 円

【SOLIDWORKS 図面】
期日　6 月22日（月）
費用　1 万 1000 円

【共通事項】
備考　市内企業、市内在住・在
勤の方の費用（市・県減免適用
後。大企業は除く）
詳細　VRテクノセンター☎ 05
8-379-6370

テクノプラザ
CAD 研修

　市では、これま
でに公的接種を受け
る機会がなかった、
昭和 37 年４月２日
～昭和 54 年４月１日生まれの男
性を対象に、風しん抗体検査と予
防接種を実施します。
　今年度は、昭和 37 年４月２
日～昭和 47 年４月１日生まれ
の男性に、無料クーポン券を 6
月初旬に送付します。抗体検査
及び予防接種を受けるときは、
必ず市が発行したクーポン券を
ご持参ください。
期間　令和 4 年 3 月 31日まで

（今年度送付のクーポン券の有
効期限は令和 3 年３月 31 日）
場所　風しん抗体検査及び風し
ん５期定期予防接種実施医療機
関（厚生労働省ウェブサイト「風
しんの追加的対策
について（右記 QR
コード）をご確認く
ださい）
持参品　▷抗体検査＝クーポン
券、本人確認書類（運転免許証、
マイナンバーカード、保険証な
ど）▷予防接種＝クーポン券、
本人確認書類、風しん抗体検査
の結果 HI 法８倍以下または同
程度とわかる書類
備考　▷昨年度、昭和 47 年４
月２日～昭和 54 年４月１日生
まれの男性へ送付したクーポン
の有効期限は、令和 2 年 3 月
31 日までとなっておりました
が、令和 3 年 3 月 31 日まで
延期します。紛失した場合、再
発行が可能です。 ▽

詳細は市ウェブサイ
ト（右記 QR コード）
または、クーポン券同封の書類
をご確認ください
詳細　健康管理課☎ 058-383-
1115

風しん抗体検査・
予防接種

発達（就学）
相談会

日時　7 月 28 日（火）・29 日
（水）・30 日（木）・31 日（金）　
9:00 ～ 16:00
場所　産業文化センター（那加
桜町 2）など
対象　来春小学校に入学するお
子さんと保護者
申込と詳細　7 月 1 日までに、
市内幼稚園や保育所、こども園、
福祉の里または学校教育課☎05
8-383-1118

受診しよう！
乳幼児健康診査

【7 月の 4 か月児健康診査】

内容　医師の診察、身体計測、
栄養・育児などの個別相談
持参品　子育てファイル「わかば」

【7 月の 11 か月児健康診査】

内容　医師の診察、身体計測、
歯科・栄養・育児などの個別相談
持参品　子育てファイル「わかば」

【7 月の 1 歳 6 か月児健康診査】

内容　医師・歯科医師の診察、
身体計測、個別相談
持参品　子育てファイル「わかば」
備考　 ▽歯みがきをして受診し
てください（歯の汚れの検査あ
り） ▽当日幼児フッ素塗布受診
票を発行（１人 1 回分・無料）

【7 月の 3 歳児健康診査】

内容　医師・歯科医師の診察、
尿検査、聴覚検査、眼科検査、
身体計測、個別相談
備考　尿を入れる容器（6 月中
旬郵送）と、目と耳に関するア

期日 場所 対象出生児
6 日
（月）

総合福祉会館

令和 2 年2 月
1 日～ 15 日

7 日
（火）

令和 2 年2 月
16 日～ 29 日

8 日
（水）

東保健相談
センター 令和 2 年2 月

ンケートを記入し、持参
【共通事項】
受付時間　13:00 ～ 13:30
対象地区　 ▽総合福祉会館＝那
加・川島・蘇原・稲羽地区 ▽東
保健相談センター＝鵜沼地区
持参品　母子健康手帳、問診票

（記入済のもの）
備考　 ▽指定日に受診できない
方、集団での健診が難しい方は
事前に下記へ ▽所要時間は約 2
時間 ▽駐車料補助あり
申込　健診当日 8:30 ～ 12:50
にインターネット予約

（右記 QR コード）。健
診会場窓口でも予約可
詳細　健康管理課☎ 058-383-
1115、東保健相談センター☎
058-379-7888

期日 場所 対象出生児
27日
（月）総合福祉会館

令和元年 8 月
28日
（火）

東保健相談
センター

期日 場所 対象出生児
13日
（月）

総合福祉会館

平成 30 年 12 月
1 日～ 15 日

14日
（火）

平成 30 年 12 月
16 日～ 31 日

15日
（水）

東保健相談
センター 平成 30 年 12 月

期日 場所 対象出生児
20日
（月）

総合福祉会館

平成 29 年 5 月
1 日～ 15 日

21日
（火）

平成 29 年 5 月
16 日～ 31 日

22日
（水）

東保健相談
センター 平成 29 年 5 月

　市では、基準に基づき、学用
品費・給食費などの援助を行っ
ています。児童生徒の保護者の
方で、次に該当する方は、学校
に相談してください。
　また、対象要件にかかわらず、
新型コロナウイルスの影響によ
り、家計が急変して経済的にお
困りの方もご相談ください。
対象　次のいずれかの措置を受
けている方、生活状態により援
助が必要と教育委員会が総合的
に認めた方

△

要保護児童生徒＝
生活保護法に基づく保護を受け
ている

△

準要保護児童生徒＝①
生活保護法に基づく保護の停止
または廃止をされた②児童扶養
手当法に基づく児童扶養手当を
受給している③特別な事情によ
り市民税の減免を受けている方
④保護者の職業が不安定で、生
活状況が特に悪いと認められる
など
援助内容　

△

要保護児童生徒＝
修学旅行費

△

準要保護児童生徒
＝学用品費、通学用品費、修学
旅行費、校外活動費、給食費、
生徒会費、PTA 会費、部活動・
クラブ活動費
詳細　学校教育課☎ 058-383-
1118

要保護・準要保護
児童生徒就学援助

【私たちにできること】

▽必要なものを必要な量だけ買
う ▽できるだけ環境に良いもの
を選んで買う ▽エコドライブを
心がける

【食品ロスを減らそう】

▽ 買い物時に「買いすぎない」

▽料理をする時は「作りすぎな
い」 ▽外食時に「注文しすぎない」

▽最後まで残さず「食べきる」
詳細　環境政策課☎ 058-383-
4232

6 月は環境月間
みんなの市民憲章

市民清掃の中止
　市民憲章に掲げる「美しい
まちづくり」の実践活動をと
して、自治会連合会の賛同の
もとに始まったのが「市民清
掃の日」です。7 月 5 日に予
定していた市民清掃は、新型
コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、中止します。

市民憲章推進協議会

　6 月 1 日から予定していた健
（検）診は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、開始時
期を延期します。7 月 1 日か
ら実施を予定しています。
内容　①各種がん検診（子宮が
ん検診、大腸がん検診、胃がん
検診、前立腺がん検診、肺がん・
結核検診、乳がん検診）、ヤング
健診、肝炎ウイルス検診、結核
検診、歯周病検診②特定健康診
査、国保人間ドック（国民健康
保険加入者が対象）③すこやか
健診、さわやか口腔健診（後期
高齢者医療制度加入者が対象）
詳 細　 ▽ ① ＝ 健 康 管 理 課 ☎
058-383-1115 ▽ ②＝医療保
険課国保第一係☎ 058-383-
1099 ▽③＝医療保険課医療保
険係☎ 058-383-1128

健（検）診の延期

　現在、岐阜運転者講習セン
ターでは、運転免許更新業務を
休止しています。
　運転免許証の有効期限が 7
月 31 日までの方を対象に、講
習センターや警察署で延長の措
置を行っています。失効するこ
とがないよう、必ず期限内に手
続きをお願いします。詳細は下
記へお問い合わせください。
詳細　岐阜県警察 お問い合わせ
専用ダイヤル☎0120-694-540

運転免許 有効期限
の延長措置を
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新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

市税（税務課） 058-383-4773
国民健康保険料（医療保険課） 058-383-1112
後期高齢者医療保険料（医療保険課） 058-383-1128
介護保険料（介護保険課） 058-383-1778
水道料金・下水道使用料

（水道料金事務センター） 058-389-0051

下水道事業受益者負担金（下水道課） 058-383-6607

■ 市税や保険料など

市広報課 058-383-1900
■ イベントや行事の中止や延期、施設の休館など

市教育委員会事務局　総務課 058-383-1117
市教育委員会事務局　学校教育課 058-383-1118

■ 小・中学校、特別支援学校、放課後児童クラブなど

市子育て支援課 058-383-1154
■ 幼稚園、保育所など

「協力金」の専用相談窓口 058-278-2551
■ 県の感染症拡大防止協力金（1 事業者あたり 50 万円）

給付金相談専用ダイヤル 058-383-7295

■ 特別定額給付金（1 人につき 10 万円）

市民課 058-383-1078

■ 市役所に来庁不要な転出の届出や証明発行　

市消費生活相談室 058-383-1884
■ 悪質商法に関する相談

県在住外国人相談センター 058-263-8066
■ ポルトガル語・英語などによる相談窓口

■ 感染症や症状に関する相談
岐阜保健所

（帰国者・接触者相談センター） 058-380-3004

県民総合相談窓口（コールセンター） 058-272-8198
各務原市役所　健康管理課 058-383-1115
厚生労働省 0120-565653

■ 中小企業者など
市商工振興課 058-383-7284
各務原商工会議所 058-382-7101

■ 一時的な資金の貸付、生活の困りごと
市社会福祉協議会 0120-198-365

名称 電話番号 名称 電話番号

「各務原市公式 L
ラ イ ン
INE」で、子育て・イベント、

「元気ッズ」募集などの情報を逃さずゲット！
右のQRコード から、または

「@kakamigahara」で検索！
®

食べるのだいすき！！これからもいっぱい大
きくなってね♡

（輝威さん・恭子さん、那加前洞新町）

田辺　凰
おうり
莉ちゃん（H31.2.3 生）

我が家の天使♡いつも笑顔をありがとう。こ
れからもすくすく大きくなぁれ！

（晃範さん・宏美さん、蘇原東栄町）

三尾　優
ゆ り か
凛加ちゃん（H31.1.30 生）

環境保護のため、
植物インキを
使用しています。

各務原市の
人口・世帯

人口｜ 14 万 7421 人（男　7 万 2948 人・女　7 万 4473 人）
世帯｜ 6 万 695 世帯　　　　     　  令和 2 年 5 月 1 日現在
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